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か
な
が
わ
権
利
擁
護
相
談
セ
ン
タ
ー
（
通
称：

あ
し
す
と
）
で
は
、
平
成
十
八
年
度
の
法
制
度
の
見

直
し
に
伴
い
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
障
害
者
関
係
相
談
機
関
等
地
域
で
の
権
利
擁
護
相
談
の

体
制
整
備
が
図
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
弁
護
士
等
専
門
家
派
遣
事
業
（
県
委

託
）
を
創
設
し
、
市
町
村
に
よ
る
権
利
擁
護
相
談
や
生
活
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
む
け
た
取
り

組
み
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

三
年
間
の
事
業
実
施
を
通
し
て
見
え
て
き
た
課
題
や
、
今
後
の
事
業
展
開
の
方
向
性
を
探
り
ま
す
。

　

弁
護
士
等
専
門
家
派
遣
事
業（
以
下
、

「
派
遣
事
業
」）
は
、
高
齢
者
や
障
害
者

支
援
に
関
す
る
ケ
ー
ス
会
議
等
に
弁
護

士
や
社
会
福
祉
士
等
経
験
豊
富
な
専
門

職
を
派
遣
す
る
も
の
で
す
。
当
事
者
の

立
場
に
た
っ
た
生
活
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
構
築
を
め
ざ
し
、
派
遣
者
が
専
門

的
か
つ
第
三
者
的
立
場
か
ら
、
ケ
ー
ス

の
優
先
課
題
の
整
理
や
支
援
者
の
役
割

分
担
に
関
す
る
助
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
権
利
擁
護
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成

状
況
調
査
」
か
ら
見
え
た
課
題

　

平
成
十
九
年
度
に
、
県
内
の
市
町
村

の
高
齢
・
障
害
担
当
部
署
や
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
相
談
支
援
機

関
等
を
対
象
に
、
権
利
擁
護
に
関
わ
る

ケ
ー
ス
会
議
等
の
実
施
状
況
や
課
題
に

関
す
る
調
査
を
行
い
ま
し
た
（
調
査
結

果
は
、
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
く

だ
さ
い
）。

身近な地域での権利擁護相談・
支援体制の充実に向けて

～弁護士等専門家派遣事業の取り組みから～
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物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
派
遣
事
業
を
利
用
し
た
相
談

機
関
は
、
行
政
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
が
多
く
、
ケ
ー
ス
の
対
象
者
は
高

齢
者
の
割
合
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

（
図
１
、
２
）
ケ
ー
ス
の
中
心
課
題
と

し
て
は
、
経
済
的
・
身
体
的
虐
待
の
占

め
る
割
合
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
特
徴

と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
。（
図
３
）

事
例：

認
知
症
高
齢
者
支
援
ケ
ー
ス
か
ら

　

一
人
暮
ら
し
高
齢
者
の
Ａ
さ
ん
。
あ

る
時
か
ら
自
宅
に
知
人
が
出
入
り
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
Ａ
さ
ん
宅
を
訪

問
し
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
、
大
量
の

借
用
書
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
事
情
を

尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
知
人
に
お
金
を
貸

し
て
い
る
け
ど
返
し
て
も
ら
う
か
ら
大

丈
夫
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
は
行
政
ワ
ー
カ
ー
に
報
告
し

ま
し
た
が
、
Ａ
さ
ん
の
生
活
に
問
題
は

　

そ
の
結
果
、
六
割
弱
の
機
関
で
ケ
ー

ス
会
議
等
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
開
催

に
あ
た
っ
て
は
、「
専
門
的
な
立
場
で

ケ
ー
ス
対
応
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
助

言
者
が
い
な
い
」「
権
利
擁
護
に
関
す
る

事
業
の
知
識
、
経
験
を
も
つ
参
加
者
が

い
な
い
」
と
い
う
課
題
が
多
く
を
占
め

て
い
ま
し
た
。
今
後
連
携
を
深
め
た
い

関
係
者
と
し
て「
弁
護
士
」「
精
神
科
医
」

が
あ
げ
ら
れ
、
専
門
的
な
立
場
か
ら
の

助
言
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
状
況
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

派
遣
事
業
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

　

あ
し
す
と
で
は
、
こ
れ
ま
で
七
十
五

回
の
ケ
ー
ス
会
議
等
に
対
し
、
弁
護
士

六
十
二
人
、
社
会
福
祉
士
等
四
十
五
人

（
延
べ
百
七
人
）
を
派
遣
し
ま
し
た
。

法
律
家
に
よ
る
助
言
ニ
ー
ズ
の
高
さ
、

第
三
者
に
よ
る
福
祉
的
視
点
の
検
証
が

必
要
と
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
を
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